
「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規

則」という。）第４条の規定に基づき、「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費

補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥取県内で生産された農林水産物及び加工品（以下「県産農林水産

物等」という。）の輸出活動を促進支援し、輸出の拡大や海外での「食のみやこ鳥取県」

の認知度向上により、本県農林水産業及び食品製造業の振興を図ることを目的として交

付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業（以下「補

助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を

交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表１の第３欄に掲げる経費（以下「補助事業に

要する経費」という。）を別表２の第２欄に掲げる算式で算出した額（以下「補助対象

経費」という。）（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相

当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、

別表１の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表の第５欄

に定める額を限度とする。）以下とする。 

３ 前項の規定により算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

４ 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）

の趣旨を踏まえ、国庫補助事業等他の事業で対応できる場合を除き、県内事業者への発

注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号

によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかで

ないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に

補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請

をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、前条第１項で知事が別に定める日から起算して、原則と

して２０日が経過する日までの間に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわ

らず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。この場合において

は、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更

された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税

額に対応する額を減額するものとする。 

 



 （承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の知事が別に

定める変更等は、本補助金の増額を伴う変更、補助事業の対象国・地域の変更及び参加

見本市の変更等事業計画の中核となる部分の変更以外の変更等とする。 

２ 本補助金の変更承認は、申請を受けた日から起算して、原則として２０日が経過する

日までの間に行うものとする。  

  

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲

げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止

若しくは廃止の日から３０日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の４月

２０日のいずれか早い日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属す

る年度の翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類

は、様式第３号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、

その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）

が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場

合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、

その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当

該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事

の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

  

（補助金の支払い） 

第８条 知事は、補助対象経費が適正に支出されていると認めた場合、交付決定額の範囲

内で補助事業者の補助対象経費の支出実績額に対応する補助金を補助事業者に支払うも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は補助事業者から次項の規定により、補助事業にかか

る経費について支出実績額の確定前の補助金の概算払（以下「概算払」という。）を請

求されたときは、その内容を審査し、適切と認められる場合は、原則として鳥取県の会

計年度に１回に限り、交付決定の範囲内で補助事業者が申請する額を支払うことができ

るものとする。 

３ 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、本補助金に係る専門口座を設けた上

で、様式第５号の概算払請求書、様式第６号の資金収支計画書及び当該専門口座の預金

通帳の写しを知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、第２項の規定による概算払を受けた補助事業者について、補助対象経費が適

正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助

金の過払額の返還の請求又は不足額の支払いを行うものとする。 

５ 概算払を受けた補助事業者は、補助事業期間中は第３項に規定する専門口座を概算払

の受け入れ、補助対象経費の支払い及び補助事業実施のための自己資金の預け入れ以外

の用途に用いてはならない。 

６ 規則第２０条第１項の申出は、様式第７号により行うものとする。 

 

（事業内容の公表） 

第９条 県は規則第１８条第１項の規定により補助金額を確定した後、対象事業の概要及 

 び成果状況等を公表することができる。 

 

（雑 則） 

第 10 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、



農林水産部長が別に定める。 

 

   附  則 

 この要綱は、平成２６年３月２７日から施行し、平成２６年度事業から適用する。 

 附  則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行し、平成２６年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２８年３月２９日から施行し、平成２８年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２９年３月２７日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成３０年３月２３日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成３１年２月２５日から施行し、平成３１年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成３１年３月１９日から施行し、平成３１年度事業から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、令和２年２月２５日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

 
別表１（第３条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業主体 

３ 

補助事業に 

要する経費 

４ 

補助率 

５ 

限度額 

県産農林水産物等の輸出促進のために行

う以下の事業 

①  海外での販売促進活動(商談も含む) 

②  物流実験 

③  海外での市場調査活動 

対象国に輸出実績がなく、かつ、対

象国について県及び鳥取県産業振興機

構の補助金を活用したことのない補助

事業者の初年度の活動を対象とする。 

④  海外バイヤー招聘活動 

対象国に正規の輸出ルートを持つ補

助事業者が、海外バイヤーを鳥取県内

に招聘し、産地視察又は工場視察等を

通じた商談を行う場合に対象とする。 

⑤  県主催事業への出展等 

 

※④を除き補助事業者の渡航を伴うもの

に限る。 

※一事業は渡航又は招聘ごととする。 

 

県産農林

水産物等

の輸出に

取り組む

県内事業

者 

旅 費 、 役 務

費、印刷製本

費、広告宣伝

費、会場使用

料・出展料、

そ の 他 使 用

料 及 び 賃 借

料、試食・商

品 サ ン プ ル

費 

 

１／２以内 

ただし、本補助金の

活用が通算６年度以

上の事業者は １／

３以内 

（県主催事業並びに

県と連携する農業協

同組合法に規定する

農業協同組合及び農

業協同組合連合会の

事業を除く） 

 

※ただし、国の補助

等 を 併 用 す る 場 合

は、該当補助率をも

とに算定した額から

国の補助金等の交付

額を差し引いた額を

上限とする。 

 

3,000 千 円

／年度 

 

 

別表２（第３条関係） 

１ 

補助事業に要する経費 

２ 

補助対象経費の内容 

旅費 補助事業の実施に必要な交通費、宿泊費等に係る経費。 



◯補助事業者の内部規定に関わらず、実際に要した費用とする。 

◯海外へ渡航する活動における補助対象者は、自社・団体の役員・社員 

・構成員で必要最小限の人数とする。 

◯海外バイヤー招聘活動における補助対象者は、２名分を上限とし、県

内での活動に係る部分のみを対象とする。 

◯航空運賃はエコノミークラス運賃の実費（諸経費含む）とする。 

ただし、エコノミークラスより上位のクラスに搭乗した場合は、実際

に搭乗したクラスと同じ条件（予約変更の制限等）で、エコノミークラ

スに搭乗した場合の航空運賃を補助の対象とする。 

◯国内旅費は海外渡航に伴う最低限必要な費用とする。 

◯食事代・日当は除く。 

役務費 事業を実施するために必要な翻訳、通訳、検査費用、サンプルや販促用

品、資料等の送料、Wi-Fi 利用料等に係る経費。 

◯実費とする。 

印刷製本費 事業を実施するために必要な、パンフレット等のＰＲ資料、アンケート

用紙等の印刷、ポスターの制作等に係る経費。 

◯実費とする。 

※なお、事業実施期間内に使用するものに限る。 

広告宣伝費 事業を実施するために必要な、広報媒体への広告等に係る経費。（業界

誌等への掲載費、DVD の作成等を行うための経費を含む。） 

◯実費とする。 

会場使用料・出展料 事業を実施するため必要な会議室等の使用料、見本市等の小間借上げ料

（設営、撤去費用等も含む。）、見本市等で使用する冷蔵庫等の備品の

借上げに係る経費。 

◯一回の渡航につき、一か国・地域あたり１０万円を補助対象経費の上

限とする。 

※ただし、知事が別に定める見本市・展示会等は実費とする。 

その他使用料及び賃借料 事業を実施するために必要な移動車等の借上げに係る経費。 

◯実費とする。 

試食・商品サンプル費 事業を実施するために必要な、店頭や見本市等で提供する試食、商品サ

ンプル等に係る経費。 

◯一回の渡航につき、一か国・地域あたり５万円を補助対象経費の上限

とする。 

◯自社・団体の商品を試食、サンプル提供する場合は、正規輸出された

商品を輸出先で買い戻す場合に限り対象とする。 

 ※ただし、知事が別に定める事業を実施する場合は実費とする。 

※補助対象経費は、様式第１号２（１）及び様式第３号１（１）に記載する対象国・地域ごとに算

出する。 

※県又は鳥取県産業振興機構の他の補助金の対象経費としている経費は除く。 

※航空券、ホテル、出展料等について、交付決定前に発注（申し込み）、購入、契約、支払等を実

施したものであっても、渡航前に交付決定となった場合は、補助対象とする。（取消料は補助対象

外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

 年度「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金計画書及び収支予算書 

 

１ 実施主体の概要 

事業者名  代表者職・氏名  

業種  主たる商品  

住所  

電話番号  

担当者職・氏名  担当者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

２ 事業計画 ※事業計画は対象国・地域ごとに作成すること。 

（１）対象国・地域  

（２）輸出品目  

（３）事業区分 

（該当する欄に○） 

 ①  海外での販売促進活動(商談も含む) 

 ②  物流実験 

 ③  海外での市場調査活動 

 ④  海外バイヤー招聘活動 

 ⑤  県主催事業への出展等 

（４）過去３カ年度の輸出実績及び活動（本補助金の補助対象とする品目のみで可） 

品目 年度 年度 年度 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

活用補助金の有無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

活用補助金の概要 
   

（注）１ 輸出実績欄には、上段に輸出数量、下段に輸出額を記載すること。 

２ 活用補助金の概要欄には、活用がある場合、補助金名やその事業内容、当該補助金に

係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載するこ

と。 

（５）事業内容 ※具体的な取組内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６）事業実施スケジュール 

実施時期 実施内容 

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

（注）補助事業全体の流れがイメージできるように記載すること。 

（７）輸出拡大目標 

品目 ○年度計画（1 年度目） ○年度計画（２年度目） ○年度計画（３年度目） 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

ｋｇ 

千円 

（注）１ 上段には輸出数量、下段には輸出額を記載すること。 

   ２ １年度目とは、本申請に係る年度を指す。 
 
 
３ 経費    別紙（交付申請用）のとおり 
 

４ 事業完了（予定）年月日   年  月  日 

 

（注）事業完了（予定）年月日は帰国日から６０日以内又は事業実施年度の３月３１日のいず

れか早い日とすること。 

 

５ 仕入控除税額発生の有無 （ 有 ・ 無 ） 

※消費税法に規定する消費税の納税義務の免除、簡易課税制度の適用等により仕入控除税

額が発生しない場合は、「無」に○をすること。 

 

６ 他の補助金の活用 

（１）活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用補助金の概要 

※活用が有る場合は、補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助金

を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載し、所管先等に報告した事業計画書の

写しを添付すること。 



様式第１号 別紙（交付申請用） 
単位：円

【経費明細】
 事業者名：

　国名：　　（　月）

日本円 現地 通貨

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

（注）１　「補助事業に要する経費」欄には、消費税及び地方消費税込みの金額を記載すること。

　　　２　事業を委託する場合は、備考欄に委託先名を記載すること。

【総括表】

区分
補助事業に
要する経費

消費税額

旅費

役務費

印刷製本費

広告宣伝費

会場使用料
・出展料

その他使用料
及び賃借料

試食・商品
サンプル費

合計

【収支】

区分
本年度
予算額

県補助金

事業主体

他の補助金

合計

番号 区分 明　細
補助事業に要する経費 為替レート

消費税額
税引き後

経費
補助対象

経費
備考

現地通貨単位 円価格

消費
税率

合計

税引き後
経費

補助対象
経費

備考

補助金
活用年数

事業区分

 
 

 



様式第２号（第５条関係） 

第   号  

 年  月  日  

 

 

              様 

 

 

                      鳥取県知事           印 

 

 

    年度「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付 第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった「食のみやこ

鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補

助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規

定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

    本補助金の補助事業の内容は、・・・・・のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が

変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

 

 (１)算定基準額     金          円 

 (２)交付決定額     金          円 

 

３ 経費の配分 

    本補助金は、・・・・・・・とする。ただし、補助事業の内容が変更された場合において

は、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

    本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、「食のみやこ鳥取県」輸出促進

活動支援事業費補助金交付要綱（ 年 月 日付第 号鳥取県農林水産部長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算出した額と、前記２の(２)

の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

   本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

年度「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金実績報告書及び収支決算書  

 

事業実施主体：                

 

１ 事業実績 ※事業実績は対象国・地域ごとに作成すること。 

（１）対象国・地域  

（２）輸出品目  

（３）事業区分 

（該当する欄に○） 

 ①  海外での販売促進活動(商談も含む) 

 ②  物流実験 

 ③  海外での市場調査活動 

 ④  海外バイヤー招聘活動 

 ⑤  県主催事業への出展等 

（４）輸出実績及び活動（本補助金の補助対象とする品目のみで可） 

品目 本年度実績 

 
ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

 
ｋｇ 

千円 

（注）上段に輸出数量、下段に輸出額を記載すること。 

（５）事業内容 ※具体的な取組内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）事業実施スケジュール 

実施時期 実施内容 

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

年 月～ 年 月  

（注）補助事業全体の流れがイメージできるように記載すること。 

（７）今後の展開 

 

 

 

 

 

 



２ 経費   別紙（実績報告用）のとおり 

 

３ 事業完了年月日   年  月  日 

 

４ 仕入控除税額発生の有無 （ 有 ・ 無 ） 

※消費税法に規定する消費税の納税義務の免除、簡易課税制度の適用等により仕入控除税

額が発生しない場合は、「無」に○をすること。 

 

５ 添付書類 

他の補助金の所管先等に報告した事業報告書の写し（本補助金実績報告時に事業が完了して

いる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 別紙（実績報告用） 

 

単位：円

【経費明細】
事業者名：

　国名：　　（　月）

日本円 現地 通貨

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

1 ＝ 円

（注）１　「補助事業に要する経費」欄には、消費税及び地方消費税込みの金額を記載すること。

　　　２　事業を委託する場合は、備考欄に委託先名を記載すること。

【総括表】

補助事業に
要する経費

消費税額

【収支】

本年度
精算額

本年度
予算額

事業主体

他の補助金

合計

その他使用料及び賃借料

試食・商品サンプル費

合計

区分

県補助金

旅費

役務費

印刷製本費

広告宣伝費

会場使用料・出展料

番号 区分 明　細
補助事業に要する経費 為替レート

契約日又は
支払日

（早い日）
消費税額

税引き後
経費

補助対象
経費

備考
現地通貨単位 円価格

消費
税率

合計

税引き後
経費

補助対象
経費

備考区分

比較増減
補助金

活用年数
事業区分

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

                                                              番     号 

                                                              年  月  日 

 

 

                  様 

 

 

                                      事業実施主体        印 

 

 

     年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

  年 月 日付第 号により交付決定の通知のあった「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支

援事業費補助金について、「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金交付要綱第７

条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

（１）補助金（交付決定額）の確定額    金           円 

（２）補助対象経費（算定基準額）の確定額 金           円 

 

２ 実績報告控除税額 

                     金           円 

 

３ 交付決定控除税額 

                     金           円 

 

４ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額 

                     金           円 

 

５ 補助金返還相当額 
                     金           円 

 

 （注）参考となる資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

                                                              番     号 

                                                              年  月  日 

 

 

                  様 

 

 

                                      事業実施主体        印 

 

 

年度「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金概算払請求書 

 

   年 月 日付 第 号により交付決定を受けた「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事

業費補助金（以下「本補助金」という。）については、「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支

援事業費補助金交付要綱第８条第３項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

 

記 

交付決定額                円 

支払希望額                円 

支払希望時期 年   月   日 

概算払を希望す

る理由 

 

口座情報 銀 行 名： 

支 店 名： 

種  別： 

口座番号： 

口座
ふ り

名義
が な

： 

添付書類 ・様式第６号 資金収支計画書 

・専用口座の預金通帳の写し 

・請求書等実績（見込み）額を確認できる資料の写し 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

資金収支計画書 

 

実施項目 実施時期（ 年 月） 

  

  

  

  

  

  

  

 

１ 収入の部 

       （単位：円） 

 金   額 備考 

自 己 資 金   

借 入 金   

補助金 

概算払額  今回支払希望額と一致すること 

上記以外   

小計   

そ の 他   

合   計  
補助対象経費の合計と一致するこ

と 

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

経 費 区 分 
内   容 

（名称、単価、数量を記載） 

補助事業に 

要する経費 

補 助 対 象 

経 費 

支払予定時期 

（ 年 月） 

旅 費     

役 務 費     

印 刷 製 本 費     

広 告 宣 伝 費     

出展料及び商

談会場使用料 

 
   

その他使用料

及 び 賃 借 料 

 
   

試 食 ・ 商 品 

サ ン プ ル 費 

 
   

そ の 他 

    

    

合 計     

 



様式第７号（第８条関係） 

 

                                                              番     号 

                                                              年  月  日 

 

 

                  様 

 

 

                                      事業実施主体        印 

 

 

年度「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金支払申請書 

 

   年 月 日付 第 号により交付決定を受けた「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事

業費補助金（以下「本補助金」という。）の支払について、「食のみやこ鳥取県」輸出促進活

動支援事業費補助金交付要綱第８条第６項の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。 

 

 

 

記 

補助事業の名称  

交付決定額                円 

支払時期・支払額

の変更希望内容

又は支払停止希

望額 

年   月   日 

支払時期・支払額

を変更または支

払停止を希望す

る理由 

 

添付書類 ・様式第６号 資金収支計画書 

・専用口座の預金通帳の写し 

 

 

 

 

 

 


